
 

 

第一五九回 

閣第二九号 

   日本学術会議法の一部を改正する法律案 

 日本学術会議法（昭和二十三年法律第百二十一号）の一部を次のように改正する。 

 第一条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 第六条の二第二項中「あらたに」を「新たに」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」

に改める。 

 第七条第二項中「第二十二条」を「第十七条」に改め、「これを」を削り、同条第三

項から第五項までを次のように改める。 

３ 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。 

４ 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任され

ることができる。 

 第七条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加え

る。 

６ 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。 

 第八条第一項中「二人」を「三人」に改め、同条第三項から第五項までを次のように

改める。 

３ 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。 

４ 会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。 

５ 副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。 

 第八条に次の一項を加える。 

６ 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

 第十条を次のように改める。 

第十条 日本学術会議に、次の三部を置く。 

  第一部 

  第二部 

  第三部 

 第十一条第二項を削り、同条第一項中「分属するものとし、各部の定員は、政令でこ

れを定める」を「属するものとする」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の

三項を加える。 

  第一部は、人文科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会

員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に

関する事項をつかさどる。 

２ 第二部は、生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会

員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に



 

 

関する事項をつかさどる。 

３ 第三部は、理学及び工学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績があ

る会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分

野に関する事項をつかさどる。 

 第十二条を次のように改める。 

第十二条 各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。 

２ 部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。 

３ 副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指

名する。 

４ 第八条第四項及び第六項の規定は部長について、同条第五項及び第六項の規定は副

部長及び幹事について、それぞれ準用する。 

 第十四条第一項中「運営審議会」を「幹事会」に改め、同条第二項中「運営審議会」

を「幹事会」に、「及び副部長並びに規則で定める会員」を「、副部長及び幹事」に改

め、「、これを」を削り、同条に次の一項を加える。 

３ 日本学術会議は、第二十八条の規定による規則（以下この章及び次章において「規

則」という。）で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権

限の一部を幹事会に委任することができる。 

 第十五条を次のように改める。 

第十五条 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより第三条に規定す

る職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員（以下「連携会員」という。）

を置く。 

２ 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。 

３ 連携会員は、非常勤とする。 

４ 前三項に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、政令で定める。 

 第十五条の二中「前条の研究連絡委員会のほか、」を「会員又は連携会員をもつて組

織される」に改める。 

 第十五条の三を削る。 

 第十六条第三項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「これを」を削る。 

 第十七条を次のように改める。 

第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科

学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大

臣に推薦するものとする。 

 第十八条から第二十二条までを次のように改める。 

第十八条から第二十二条まで 削除 

 第二十二条の二及び第二十二条の三を削る。 

 第二十六条中「総会における出席会員の三分の二以上の議決による」を削る。 



 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 第十八条から第二十二条までの改正規定、第二十二条の二及び第二十二条の三を

削る改正規定並びに附則第二条から第四条まで、第五条第一項（内閣総理大臣に推

薦することに係る部分を除く。）及び第二項並びに第八条の規定 公布の日 

 二 第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五

条第一項（内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。）、第七条及び第九条

から第十一条までの規定 平成十七年四月一日 

 （経過措置） 

第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日（以下「一部施行日」という。）からこの

法律の施行の日（以下「施行日」という。）までの間における日本学術会議法第七条

第二項及び第十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「第二十二条」

とあるのは、「日本学術会議法の一部を改正する法律（平成十六年法律第▼▼▼号）

による改正前の第二十二条」とする。 

第三条 施行日の前日において日本学術会議会員（以下「会員」という。）又は研究連

絡委員会の委員である者の任期は、改正前の日本学術会議法（以下「旧法」とい

う。）第七条第三項（旧法第十五条第三項において準用する場合を含む。）の規定に

かかわらず、その日に満了する。 

第四条 一部施行日から施行日の前日までの間、日本学術会議に、施行日以後最初に任

命される会員（以下「新会員」という。）の候補者の選考及び推薦を行わせるため、

日本学術会議会員候補者選考委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、政令で定める数を超えない範囲内の数の委員をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験のある者のうちから、次に掲げる者と協議の上、日本学術会議の

会長が任命する。 

 一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第二十九条第一項第六号に掲げる総

合科学技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名するもの 

 二 日本学士院の院長 

４ 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

５ 専門委員は、学識経験のある者のうちから日本学術会議の会長が任命する。 

６ 委員及び専門委員は、非常勤とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 

第五条 委員会は、その定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうち

から新会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦

するものとする。 



 

 

２ 委員会は、前項の規定により新会員の候補者の選考を行う場合には、次条第二項の

規定によりその任期が三年である新会員の候補者と改正後の日本学術会議法（以下

「新法」という。）第七条第三項の規定によりその任期が六年である新会員の候補者

との別ごとに行うものとする。 

第六条 新会員は、新法第七条第二項の規定にかかわらず、前条第一項の規定による推

薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。 

２ 新会員の半数の者の任期は、新法第七条第三項の規定にかかわらず、三年とする。 

３ 新法第七条第五項の規定は、新会員（前項の規定によりその任期が三年であるもの

を除く。）から適用する。 

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、総務省本省に国家行政組織法（昭

和二十三年法律第百二十号）第八条の三の特別の機関として置かれている日本学術会

議及びその会長、会長その他の職員は、内閣府本府に内閣府設置法第四十条の特別の

機関として置かれる日本学術会議及びその相当の職員となり、同一性をもって存続す

るものとする。 

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。 

 （国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関

する法律の一部改正） 

第九条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員

に関する法律（昭和二十四年法律第百一号）の一部を次のように改正する。 

  第一条の表国立国会図書館支部日本学術会議図書館の項を削り、同表国立国会図書

館支部内閣府図書館の項の次に次のように加える。 

国立国会図書館支部日本学術会議図書館 内閣府 

 （内閣府設置法の一部改正） 

第十条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 

  第四条第三項第五十二号の次に次の一号を加える。 

  五十二の二 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。 

  第四十条第三項の表に次のように加える。 

日本学術会議 日本学術会議法（昭和二十三年法律第百二十一号） 

 （総務省設置法の一部改正） 

第十一条 総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第二十条の二」を「第二十一条」に、「第二十一条―」を「第二十二

条・」に改める。 

  第四条第九十三号を次のように改める。 

  九十三 削除 

  第二十一条を削り、第三章第二節第六款中第二十条の二を第二十一条とする。 



 

 

  第二十二条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。 

   本省に、中央選挙管理会を置く。 

  第二十三条を次のように改める。 

 第二十三条 削除 



 

 

     理 由 

 中央省庁等改革基本法第十七条第九号の規定に基づき行われた総合科学技術会議にお

ける日本学術会議の在り方についての検討の結果等を踏まえ、日本学術会議の所轄、組

織、会員の推薦方法等を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由であ

る。 

 


